
 

 

 

勤め先の都合（事業不振による人員整理・倒産等）を理由に、離職された方の国民健康保険税が、申請により 

軽減されます。 

■軽減措置の内容 

離職日の翌日の属する月から翌年度 3月分まで、非自発的に失業された方の前年の給与所得を 30/100に 

して国民健康保険税の所得割額を算定します。（低所得者軽減の判定にも反映します）。 

■非自発的失業対象者 

次のすべてを満たす方 

□退職時点で 65歳未満の方 

□雇用保険受給資格者証の離職理由番号が下記の表のいずれかに該当する方※下記番号以外の方は対象になりません。 

番号 離 職 理 由（記載されている箇所は裏面を参照してください） 

１１ 解雇 

１２ 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇 

２１ 雇止め（雇用期間３年以上雇止め通知あり） 

２２ 雇止め（雇用期間３年未満更新明示あり） 

２３ 期間満了（雇用期間３年未満更新明示なし） 

３１ 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 

３２ 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 

３３ 正当な理由のある自己都合退職（被保険者期間１２ヶ月以上） 

３４ 正当な理由のある自己都合退職（被保険者期間１２ヶ月未満） 

※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は、該当する離職理由番号であっても対象になりません。 

※「雇用保険受給資格者証」の右上に、高年齢受給者には『高』、特例受給者には『特』と標記されています。 

雇用保険受給資格者証見本】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

非自発的に離職された方への軽減措置をご存知ですか？ 



7月 8月 9月 10月

離職した月
非自発軽減の

届出をした月

軽減措置は離職した翌日の属する

月までさかのぼって適用されます。

■手続の方法 

軽減措置を受けるには届出が必要です。下記のものをご用意いただき、伊達市役所国保年金課・各総合支所市民福

祉担当窓口へお越しください。 

 

  

  

  

 

 

 

「雇用保険受給資格者証」見本 

 

 

※高額療養費の自己負担限度額等に影響する場合がありますので、限度額認定証や標準負担減額認定証の 

交付を受けている方はお申し出ください。 

■軽減の対象となる期間 

離職の翌日の属する月から、その翌年度末までの国保税が軽減対象となります。 

離 職 日 軽減対象の課税年度 

令和２年 3月 31日～令和３年 3月 30日までの離職 令和２年度・令和３年度 

令和３年 3月 31日～令和４年 3月 30日までの離職 令和３年度・令和４年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■軽減額のお知らせと期別税額の減額時期 

失業軽減該当のお知らせと軽減額は、世帯主様宛にお送りする、『国民健康保険税納税通知書』に表示されます。 

（7月以降に手続きされた方は、申請日の翌月中旬にお送りします。） 

 

 

 

 

□該当されている方の雇用保険受給資格者証 

※原本をお持ちください。離職票や退職証明書では受付できません。 

□保険証、税額決定通知書などの被保険者番号がわかる書類 

（これから国民健康保険に加入する方は不要です） 

□個人番号が確認できるもの（世帯主様と、離職された方の 2名分必要になります） 

（マイナンバーカード、個人番号通知ｶｰﾄﾞ、個人番号記載の住民票） 

□本人確認ができるもの 

 ・顔写真付き証明書 1点（マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など） 

 ・顔写真がない証明書 2点（健康保険証、年金手帳など） 

※該当初年度は、離職日の翌日の属する月の分から月割で適用となります。  

 

※国保税額の変更処理は、国保資格異動情報や所得変更情報などを取り込み、月１回一括で行います。そのため、軽

減申請の期日によっては、国保加入による課税と失業軽減による減額が同じ月に行えず、2 ヶ月にまたがって通知され

る場合がありますので、ご注意ください。 

 


